
（資料④）いじめ早期対応のためのチェックポイント 豊橋市立福岡小学校

いじめの認知から早期対応に向けて

●日常の行動・表情の様子

□

□

●アンケートおよび個人面談

□ アンケートを年間計画に位置づけ、定期的に実施している

□ アンケートは、欠席者や不登校児童生徒などに対しても、もれなく実施している

□ アンケートの結果は、複数の目で確認している

□ 記入後のアンケート用紙を保存している（３年間）

□ 個人面談の機会をもっている

□ 個人面談では、安心して話ができる環境をつくっている

□ アンケートや個人面談の結果が蓄積され、毎年引き継がれている

組織的な対応に向けて

□ アンケートや個人面談の結果が集約され、学校いじめ防止対策組織に報告している

□ 「いつ・どこで・誰が・何を・どのように」など、情報共有する内容が決まっている

□

□ いじめ早期発見・対応マニュアルに則り、いじめ事案に対応している

□ 被害児童生徒を守り通すという意識で対応している

重大事態への対応について

□

□

□ 記録の引継ぎがきちんと行われている

「いじめ早期発見のためのチェックポイント」などを活用し、わずかなサインを見逃さな

いようにしている

ささいな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを抱え込まず、又は対応不要と個人で判断せ

ず、直ちに報告・相談している

いじめ対応の窓口は、学校いじめ防止対策組織であり、報告が上がった事案は組織として

対応している

児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申し立てがあった時は、その

時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとして

も、重大事態が発生したものとして報告、調査等にあたっている

記録をきちんと残している

※重大事態の場合、アンケート等も含め、記録は少なくとも５年間は保存することが望 まし

い。記録の廃棄については、被害児童生徒・保護者に説明の上行う

（いじめの重大事態の調査に関するガイドラインより）


